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２０１１年１０月２５日 
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 委員長 小松崎 久仁夫 
日本共産党埼玉県議会議員団 

 団 長  柳下  礼子 
 

 日頃の県政運営に敬意を表します。 
 本年３月１１日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に国難とも言うべき

未曽有の被害をもたらしました。東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、

これまで原子力行政を覆っていた「安全神話」は崩壊し、同原発から放出された放

射性物質は農作物や土壌などを汚染し、広範囲かつ将来にわたって健康を脅かすも

のとなっています。本県も決して例外ではなく、液状化現象や地震動などによる建

物被害が各地で発生し、県内外で１０人以上の県民が犠牲になりました。今年産の

狭山茶の一部から国の暫定規制値を上回る放射性物質が検出されるなど、放射能汚

染も深刻です。 
今、県政に求められているのは被災地の復興支援とともに、予測される関東地方

直下型地震や東海・東南海・南海大地震への備えです。現行の５カ年計画「ゆとり

とチャンスの埼玉プラン」は２０１２年３月末で計画期間の終了を迎え、新たな５

カ年計画が策定作業中とのことです。新計画は大震災の教訓に学び、真に県民の生

活を支える県政を実現する内容として充実させる必要があります。 
 一方では歴史的な円高が進行しており、日本経済に多大な影響をもたらしていま

す。中小零細企業が大多数を占める埼玉県でもその影響は大きく、多くの県内企業

が苦しい経営を強いられ、存亡の危機に直面しています。 
 そんな中、民主党政権は「税と社会保障の一体改革」の名のもとに、消費税増税

をはじめとする庶民増税と社会保障の改悪を進めようとしています。県民生活が苦

境のなかにある今こそ、国の悪政から県民を守る防波堤の役割が県に強く求められ

ています。 
２０１２年度予算の編成にあたっては、東日本大震災と福島原発事故による被害

地・被災者支援策を充実させるとともに、防災対策に思い切って力を入れるよう求

めます。また、福祉・医療施策を充実させ、県内経済を活性化させる施策を推進す

ることで、厳しい状況に置かれている県民・県内企業の生活・経営を安定させるよ

う、強く求めるものです。 
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重点要望・提案事項 
 

Ⅰ．東日本大震災の被災地・被災者支援に全力を尽くし、震災の教訓に学ん

で災害に強いまちづくりを（６項目） 

 

１．東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島各県の真の復興のため、３県からの支

援要請に対しては誠意を持って全力でこたえる。（危機管理防災部） 

２．放射能汚染対策について 

①県有施設、特に子どもの利用機会の多い公園などでの放射能濃度・空間放射線量調査を急ぎ

実施し、局地的に高濃度を示す「ホットスポット」を見つけだしてすみやかに除染する。

（危機管理防災部） 

②県実施の空間放射線量測定については、相対的に線量の高い県東部と秩父地域を中心に測定

箇所を増やす。（危機管理防災部） 

③市町村の実施する放射能検査や空間放射線量測定に対し財政的・技術的に支援する。（危機

管理防災部） 

④県産茶の放射能汚染については、風評被害の防止につとめるとともに、農家や茶商の当面の

資金を県が立て替えるなどの措置を講ずる。また、来シーズンに備えた対策を着実に実行す

る。（農林部） 

⑤荒茶や製茶に関する放射性物質の暫定規制値については、科学的な検証を早急に行うよう国

に求める。（農林部） 

⑥お茶以外の農畜産物についても検査体制を強化し、食の安全を確保する。そのためにも、農

林部はじめ担当部局の職員体制を抜本的に強化する。（農林部、保健医療部） 

⑦市町村学校給食の食材の産地公開と放射能調査を支援する。（教育局） 

⑧浄水発生土や下水処理汚泥焼却灰の受け入れ先をできるだけ早く決定する。浄水場や水循環

センター内に保管する場合は、建屋で囲うことを基本に飛散・流出防止に万全を期す。周辺

自治体・住民への説明を十分に行う。（企業局、下水道局） 

⑨除染については、三郷市内での放射線量低減化実証実験で得られた知見を生かし、除染方法

や除染作業により発生した汚染土の処理・管理方法についてのガイドラインを早急に作成す

る。また、国に対しても早急に作成・提示するよう強く求める。 

⑩放射線量測定器の購入経費や検査委託経費、放射能汚染対策経費や除染経費など、東京電力

福島第一原子力発電所の事故により発生した県の負担については、すべて東京電力に請求す

る。（危機管理防災部） 

３．県内被災地の支援について 

①久喜市南栗橋地域や加須市大利根地域のように、被災者生活再建支援法の適用を受けた地域

に対し、県独自に支援金を支給する。（危機管理防災部） 

②被災者生活再建支援法の適用を受けられない建物被害についても、県独自の支援制度を検討

する。また、被災者生活再建支援法の改善を国に求める。（危機管理防災部） 
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③被災状況について、その原因を科学的に調査・究明し、今後に生かす。（危機管理防災部、

県土整備部、都市整備部） 

４．東北３県など被災地からの県内避難者への支援について。 

①民間賃貸住宅借上制度は、基準額を拡大するとともに、家族構成に見合った住宅への借り換

えができるように改める。また、被災県からの要請を待たず、すみやかに遡及適用を実施す

る。（危機管理防災部） 

②加須市内の福島県双葉町民など、避難者の生活環境の改善をすすめる。（危機管理防災部） 

③県営住宅を避難者に提供する場合は立地条件に配慮するとともに、高齢者や障害者に対して

はできるだけ低層階やエレベーターのついた住宅を用意する。（都市整備部） 

④ＵＲ都市機構の住宅に入居している避難者に対し、冷暖房施設の提供など生活環境改善をは

かる。（危機管理防災部） 

５．震災の教訓を生かした地域防災計画の見直しについて（危機管理防災部） 

①見直し作業では地域住民、特に子ども、高齢者、障害者などの「災害弱者」や女性の声を取

り入れる。 

②災害発生時の被害をどれだけ減らすか（減災）の目標を設定し、具体的な実行計画を作成す

る。 

③ハザードマップを土地利用の安全管理や災害危険地域の改善など減災対策に活用する。 

④原子力発電所の事故による放射能汚染対策を計画に盛り込む。 

６．災害に強いまちづくりについて 

①首都圏直下の大地震などの被害想定に基づいて全市町村がハザードマップを作成するよう技

術的・財政的に支援する。（危機管理防災部） 

②住宅の耐震補強を促進するため、市町村と協力して簡易補強工法による耐震補強工事に対す

る県独自の助成制度をつくる。（都市整備部） 

③住宅密集市街地の防災対策を推進するため、市町村の防災街区整備方針の策定を強力に支援

するとともに、地区の防災計画の策定を推進する。（都市整備部） 

④倉庫や化学工場、石油類貯蔵所などの総点検を実施し、改善の必要な事業所については耐震

強化や安全対策を強力に指導する。（危機管理防災部） 

⑤民間建築物に対する耐震診断・耐震改修補助については、延べ面積が５００平方㍍以下の施

設も対象にするよう規模要件を緩和すること。（都市整備部） 

⑥病院や保育所等の医療・福祉施設については、期限を設定して耐震化を進めるための計画を

持つとともに、支援制度の創設を検討する。（福祉部、保健医療部、都市整備部） 

⑦大規模地震により倒壊等の危険性の高い公立小・中学校施設の耐震化を促進し、２０１５年

までの耐震化目標を前倒しで完了させる。また、Ｉｓ値０．３以上で耐震基準を満たしてい

ない学校施設についても、国庫補助率を２分の１から３分の２に引き上げるよう国に求め

る。（教育局） 

⑧私立学校の耐震診断・耐震改修のための補助制度をさらに充実する。（総務部） 

⑨消防力の強化を図るため、市町村への財政支援を強化するとともに、消防団や自主防災組織

との連携推進を支援するための施策を推進する。県主導による消防本部の広域化をやめる。
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（危機管理防災部） 

 
Ⅱ．憲法と地方自治を守り、県民参加による民主的で効率的な行財政の確立

を（11 項目） 
 

１．県から市町村への権限移譲にあたっては、権限移譲の事務の実態に十分見合う分権推進交付

金を手当てする。また、市町村にとって過度の負担となるような事務は移譲しない。補助金の

整理合理化にあたっては市町村の財政に与える影響を十分考慮し、市町村との事前の協議を行

う。（企画財政部） 

２．行政需要の増大や雇用確保に逆行する県職員の定数削減計画を中止し、県民サービスの向上

と県職員、教職員の労働条件を改善するため、定数条例を改正し大幅な人員増をおこなう。

（企画財政部、教育局） 

３．政策立案や法令にもとづく県固有の業務については、民間委託を行わず、公務・公共サービ

スを守り充実する。（企画財政部） 

４．県出資法人の整理合理化や事業の見直しにあたっては、プロパー職員の雇用確保に責任を負

い、失業者をつくらない。（企画財政部） 

５．保育所や学童保育クラブ、図書館など福祉や教育・文化施設等には営利を目的とする指定管

理者制度の導入はなじまないので、導入しないよう市町村に対する指導・助言を行う。（企画

財政部、福祉部、教育局） 

６．県有地の未利用地については、大企業への払い下げや土地信託を行わず、公営住宅や福祉施

設の建設用地など公共利用を優先する。（総務部） 

７．介護施設や保育施設の用地確保をはかるため、公有地を積極的に活用できるようにするとと

もに、国有地の提供を国に働きかける。（総務部、福祉部） 

８．税金の滞納処分にあたっては、機械的に財産調査や差押えを行わず、生活の実態や戸別の事

情を十分把握した上で、きめ細やかな納税相談に応じる。取り立てに偏重した徴税業務に陥る

ことがないよう、個人住民税市町村表彰は取り止める。（総務部） 

９．基地対策の強化について 

①米軍大和田・所沢通信基地など、県内の米軍基地の全面返還や縮小を国に求めるとともに、

関係市と連携して県民的な運動を展開する。（企画財政部） 

②所沢通信基地の東西連絡道路用地、文教通り線拡幅用地の早期返還を国に強く求める。ま

た、東西道路の整備は国の負担で行うこと。（企画財政部） 

③自衛隊朝霞駐屯地の演習に伴う周辺公共施設（学校等）の騒音被害を防止するため、屋内射

撃訓練場の整備をはじめ、周辺公共施設の空調設備の整備に対する助成を国に強く働きかけ

る。（企画財政部） 

④騒音被害の拡大につながる米軍横田基地の軍民共用化に反対するとともに、米軍艦載機によ

る夜間離着陸訓練の全面中止を米軍当局と国に強く求める。（企画財政部） 

10．県平和資料館の展示については、わが国の戦争被害の実相だけでなく、わが国がアジア諸国

民に与えた加害の実相も含めて、県民に戦争と平和に関する客観的で科学的な情報を提供す
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る。（県民生活部） 

11．県主催の憲法記念行事を復活するとともに、学校教育などあらゆる機会をとらえて日本国憲

法の普及・啓発に努める。（県民生活部） 

 

Ⅲ．県民のいのちと健康、暮らしを支える福祉・保健・医療の充実を（28 項

目） 
 

１．乳幼児医療費公費負担制度については、子ども医療費公費負担制度として中学校卒業までの

対象拡大を図るとともに、所得制限や自己負担を撤廃する。（保健医療部） 

２．保育施策の充実について（福祉部） 

①待機児童の解消を図るため、国に「安心こども基金」の延長・拡大を求めるとともに、土地

賃借料に対する県費補助も創設して認可保育施設の整備促進を図る。 

②現在は６月までとなっている乳児途中入所促進事業のゼロ歳児対象月を９月まで延長すると

ともに、１、２歳児に対する補助を復活する。 

③障害児保育対策費補助金を増額するとともに、入所月から補助対象にする。 

④調理員担当者の人員増のための補助制度の創設とアレルギー等対応特別給食提供事業費の増

額をはかる。 

⑤社会福祉施設利用者サービス推進事業の維持・拡充を図るとともに、一時保育に対する県単

独補助を創設する。また、延長保育やゼロ歳児保育、障害児保育などを安定的に行えるよう

国に財政措置を求める。 

⑥病児・病後児保育児事業の制度改変による補助減額分に対する補填措置を講じる。また、国

に対して補助金の算定方式を元に戻すよう求める。 

⑦補助対象となっている認可外保育施設や家庭保育室に対する運営費補助を大幅に増額する。

保護者に対する保育料補助制度を創設する。 

⑧認可外保育施設が認可施設に移行するための施設整備事業費の増額をはかる。 

⑨保育所の増設をはかるため一般財源化された公立保育所の運営費と建設費への国庫負担を復

活させるよう国に求めること。 

⑩市場原理による保育サービスの産業化や直接契約・直接補助方式の導入に加え、幼保一元化

や最低基準の緩和などをめざす「子ども・子育て新システム」を撤回するよう国に求める。 

３．学童保育施策の充実について 

①県の「放課後児童クラブ運営基準」に基づいて常勤指導員が複数配置できるよう、学童保育

クラブ１施設当たりの補助基準額を増額する。（福祉部） 

②大規模学童保育クラブの分離・増設を図るため、施設整備のための支援策として「児童厚生

施設等整備費」の予算化をはかる。（福祉部） 

③特別支援学校放課後児童対策事業の指導員の人件費基準単価を増額する。（福祉部） 

④障害児学童数に対する指導員の配置基準を「児童３人に指導員１人」に改善する。（福祉

部） 

⑤特別支援学校の敷地内に障害児学童保育施設の整備を推進する。（福祉部、教育局） 
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４．児童虐待防止対策の強化について（福祉部） 

①引き続き児童相談所の増設を図るとともに、一時保護所の増設をすすめる。 

②児童相談所の正規職員の増員、とりわけ、児童福祉司や児童心理司の大幅な増員を図る。 

③児童養護施設の職員配置基準を実態に合わせて見直しを図るとともに、施設の措置費を引き

上げるよう国に求める。県単独事業として実施している児童養護施設等人材確保対策事業の

充実をはかる。 

④小規模児童養護施設や乳児院の整備を促進する。 

５．高齢者介護の充実について（福祉部） 

①特別養護老人ホームは、既存施設も含めて、介護支援センター、デイサービスなどをかねそ

なえた在宅福祉の拠点施設として、ほぼ中学校区ごとに整備を図る。 

②療養病床の廃止を取りやめるよう国に求める。 

③市町村が独自に行う低所得者に対する居宅介護サービス利用に係る利用者負担及び介護保険

料の減免等に対する県独自の助成制度を創設する。 

④介護保険財政にたいする国庫負担割合を５％引き上げるとともに、介護保険に係る保険料及

び利用料の減免制度を国の制度として確立するよう国に求める。 

⑤地域の高齢者の生活を総合的に支える地域包括支援センターをほぼ中学校区ごとに整備を図

ることを基本にしながら、異なる地域の実情に合った施設運営に対する財政支援や人材養成

などの支援策を講じる。 

⑥高齢者の「自立支援・介護予防事業」への予算を増額し、サービスの拡充を図る。 

⑦介護施設職員の処遇改善のための施策を国に求める。 

６．高齢者虐待の防止に関する法整備を急ぐよう国に求めるとともに、被虐待高齢者の緊急避難

受け入れ先の確保などの対策を進める。（福祉部） 

７．障害者施策の充実について 

①障害者自立支援法後の新法が、障害者の意見を最大限に尊重したものとして実現するよう、

国に働きかける。（福祉部） 

②障害者自立支援法の廃止以前でも住民税非課税世帯からの利用料負担、施設利用者からの食

費、水光熱費、医療費、個室利用料全額自己負担をやめるよう国に働きかける。障害者・家

族の負担を軽減するために、県として住民税非課税世帯の利用料負担に対する補助を創設す

るなど県独自の負担軽減対策を講じる。（福祉部） 

③福祉タクシー利用料金助成や自動車燃料費助成、施設入浴事業等を地域生活支援事業に追加

する。（福祉部） 

④身体障害者療護施設や重症心身障害児施設、知的障害入所更生施設などの入所・通所施設の

建設を年次計画を立て推進し、待機者の解消を早期に図る。特に、待機者の集中する県南地

域の整備を重点的に図る。（福祉部） 

⑤県単独事業の「心身障害者地域デイケア事業」並びに「生活ホーム事業」を継続するととも

に、補助単価の引き上げ（デイケア事業）や月額制の復活（生活ホーム事業）を図る。（福

祉部） 

⑥グループホーム、ケアホームだけでなく、生活ホームへの自動火災報知器やスプリンクラー
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等に対しても補助金を創設し消防設備の整備をはかる。（福祉部） 

⑦障害児・者生活サポート事業に係る補助限度額を引き上げる。（福祉部） 

⑧在宅重度心身障害者手当の支給については所得制限や年齢制限（６５歳以上の新規取得）を

撤廃するとともに４級心臓障害者や精神障害者も対象に加える。（福祉部） 

⑨精神障害者の社会復帰施設や地域生活支援センターの整備を推進する。また、ホームヘルプ

やグループホームなどの在宅福祉サービスの充実を図り、社会的入院の解消に努める。（福

祉部） 

⑩全身性障害者介助人派遣事業をより利用しやすいものに拡充する。（福祉部） 

⑪精神障害者手帳所持者も運賃割引が適用できるよう県内バス会社に強く働きかける。（企画

財政部、福祉部） 

８．国民健康保険について（保健医療部） 

①市町村国保の広域化を進めるのではなく、国保に対する国庫負担の割合を１９８４年の水準

に計画的に戻し市町村国保の財政基盤を強化するよう国に求める。また、調整交付金とは別

に市町村国保に対する県費単独補助を復活し、国保税の軽減をはかる。 

②国民健康保険の「特定健診」「特定保健指導」に係る助成を大幅に増額するとともに、「特

定健診」の健診項目の充実をはかる。 

③低所得者等医療対策補助金の拡充と併せ市町村に制度の積極的活用を促す。 

④国保税滞納者に対して短期被保険者証や資格証明書を発行しないよう市町村に働きかける。 

９．高齢者医療の充実について（保健医療部） 

①際限のない負担増と差別医療を押しつける後期高齢者医療制度を早期に廃止するとともに、

７５歳以上の高齢者の医療費を無料化するよう国に求める。 

②後期高齢者医療の保険料滞納者に対する短期証の発行をやめ、すべての被保険者に保険証を

交付するよう広域連合を指導・助言する。 

③後期高齢者医療保険料を低く抑える観点から、広域連合に対して県独自に財政支援する。 

10．福祉医療制度の充実について（保健医療部） 

①乳幼児・ひとり親家庭・重度障害者の福祉医療助成制度については、現行の償還払いから現

物給付に改善する。また、国に対し統一した公費負担制度の創設を求める。 

②普通交付税不交付団体に対する補助率の引き下げをやめ、元の補助率に戻すとともに、財政

状況が苦しい町村に対する補助率を３分の２に引き上げる。 

③現物給付を実施している市町村に対する国民健康保険国庫負担金のペナルティ（減額）を廃

止するよう国に求める。 

11．市町村が実施するガン検診に対する国庫補助の復活を国に求める。（保健医療部） 

12．細菌性髄膜炎予防の「ヒブワクチン」、子宮頚がん予防ワクチン、肺炎球菌ワクチンの予防

接種に対する国から市町村への費用補助を継続するよう国に求める。これら３ワクチンや、現

在は全額自己負担となっている水痘などのワクチン接種に対する県の補助制度を創設する。

（保健医療部） 

13．「肝炎対策基本法」にもとづき、薬害肝炎患者の早期救済を国に求める。（保健医療部） 

14．高齢者の医療や介護の現場を支援する地域の中核的な医療機関の整備を進める。（保健医療
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部） 

15．花粉症やアトピー性皮膚炎などアレルギー疾患や喘息など化学物質による環境汚染が引き起

こすとみられる疾病の実態把握や予防・治療に対する研究を促進するよう国に求める。（保健

医療部） 

16．大気汚染による気管支喘息患者の医療費に対する助成制度を創設する。（環境部、保健医療

部） 

17．特定疾患（難病）対策の対象疾患の拡大と超過負担の解消を国に求めるとともに、患者の自

己負担に対する県の助成制度を設ける。難病・慢性疾患をもつ人たちの実態調査を国として早

急に実施し、各関係法律を連携させて憲法、障害者権利条約とＩＣＦなどの理念の実現と難病

患者の人権を守るために「難病対策基本法（仮称）」を制定するよう国に求める。（保健医療

部） 

18．生活保護行政及び低所得者対策について（福祉部） 

①窓口での保護申請の不受理を根絶するよう各市に対する指導を強める。 

②憲法が定める「生存権」に基づいて現行の国庫負担率を維持するとともに、級地指定につい

ても生活実態に即したものに改善するよう国に求める。 

③住居や食事を実態とかけはなれた高額料金で提供し、さまざまな名目をつけて保護費をほと

んど“ピンハネ”する悪質業者や団体の野放しを許さない、実効ある対策を講じる。また国

に対して悪質な「貧困ビジネス」を規制するための法整備を求める。 

19．石綿（アスベスト）曝露から県民の健康を守る 

①石綿関連製造施設の従業員や元従業員とその家族、周辺住民を対象にした健康調査を実施す

るとともに、県立医療機関や保健所での健康相談や健診の体制を整える。（保健医療部、産

業労働部、病院局） 

②石綿の労災認定を抜本的に見直すとともに、被災者の見つけ出しをすすめ、建設労働者や

「一人親方」も含めすべての健康被害者を救済する。周辺住民の被害認定でも、石綿肺や良

性石綿胸水などを労災同様、対象に含めるよう国に求める。（産業労働部部） 

③「アスベスト健康被害救済法」を改正し、認定枠の拡大と救済補償額の引き上げを図るよう

国に求める。（保健医療部） 

20．救急隊が搬送先の病院を迅速に選定できるように、症状に応じて適切な処置ができる医療機

関のリストが毎日定時に更新される「救急医療情報システム」の改善をはかる。（危機管理防

災部、保健医療部） 

21．小児・周産期母子医療・救急医療体制の整備について（保健医療部） 

①各二次救急医療圏の輪番制を整備し小児救急医療体制の充実を図るとともに、初期患者が二

次救急医療機関に集中しないよう初期救急への県の支援を強化する。 

②ハイリスク出産の増加に対応できる総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療セン

ターのさらなる増設や医師確保、ＮＩＣＵの増床をはかる。 

③国に対し小児救急医療体制の整備に対する財政支援を強く求める。 

④救急医療に係る診療報酬を見直すとともに、救急用病床を許可病床に加えないよう国に医療

法上の運用改善を求める。 
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22．県立小児医療センターについて（病院局） 

①現在の県立小児医療センターは病棟など施設の耐震性を確保し、現在の機能を残す。 

②さいたま新都心８－１Ａ街区の整備計画については、小児医療センター利用者や関係者をは

じめ県民的議論を進める。 

23．医師不足解消と医療従事者の確保について（保健医療部） 

①不足している小児科医・産科医などの医師確保を図るため、医学部定員の増員と小児科、産

科の診療報酬の見直しを国に働きかける。 

②埼玉県立大学に医学部を設置する。 

③院内保育所、産休育休復帰後の研修機関の体制を充実し、労働条件の改善などを進めて女性

医師や看護師の復職を支援する。 

④医師確保対策の一環として県ドクターバンクを創設する。 

⑤過失の有無にかかわらず医療事故被害者を救済する無過失補償制度を早期に創設するよう国

に求める。 

⑥助産院を地域の周産期医療ネットワークに位置づけ、「院内助産所」の設置を進めるなど、

助産師と産科医の連携をはかるよう国に求める。 

24．県立病院の独立行政法人化は行わず、直営を維持する。（病院局） 

25．県内公立病院に対して「公立病院改革ガイドライン」を押し付けないよう国に求める。（企

画財政部、保健医療部） 

26．秩父地域など過疎地で地域医療の中核を担う公立の医療機関に対する助成措置を講じる。

（保健医療部） 

27．新型インフルエンザやエイズなどの感染症対策や食品衛生監視など、保健所機能と職員体制

を強化する。（保健医療部） 

28．新型インフルエンザ対策の強化について（保健医療部） 

①Ｈ５Ｎ１型ウィルスによるヒト・ヒト感染の強毒性インフルエンザなどの流行に備え、抗イ

ンフルエンザ薬とプレパンデミック・ワクチンの備蓄量を大幅に増やすなど、万全の体制を

整える。 

②高齢者や乳幼児の予防ワクチン接種費用を助成し個人負担を軽減する。 

③感染症専門の医師・看護師の養成に努めるとともに、感染症医療機関を復活させるよう国に

求める。 

 

Ⅳ．安定した雇用の確保と女性の地位向上を（12 項目） 
 

１．「ふるさと雇用再生特別交付金」及び「緊急雇用創出事業臨時特例交付金」については、正

規雇用の拡大に結びつくよう制度の抜本的な拡充と併せて、自治体が主体的に事業に取り組め

るよう運用の改善と延長を国に求める。（産業労働部） 

２．県や市町村など地方公共団体におけるパート、臨時、嘱託、派遣などの雇用形態による差別

的な賃金を改善する。均等待遇の原則に基づく賃金・一時金・諸手当・退職金の支給、経験年

齢などを考慮した昇給制度を実施する。（企画財政部、総務部） 
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３．県内企業における不安定雇用の実態を調査し、企業に対して高校・大学卒業生を含む青年の

採用拡大や正規雇用化を積極的に働きかける。また、埼玉労働局と連携しながら違法派遣や偽

装請負が行われていないか調査し、結果を公表する。（産業労働部） 

４．労働者派遣法を１９９９年の改悪前にもどし、派遣労働は一時的臨時的業種に限るととも

に、登録型派遣は専門的業務のみにきびしく制限するよう国に早期の法改正を求める。（産業

労働部） 

５．大企業と中小企業との間にある福利厚生面での格差解消等を目的とした、中小企業勤労者福

祉サービスセンターの設立を促進する。（産業労働部） 

６．県立高等技術専門校については訓練指導員の増員や施設の整備、訓練科目の拡充、夜間コー

スの拡大など機能の充実を図る。（産業労働部） 

７．現在１カ所設置されているヤングキャリアセンターを、県内に複数開設する。また、女性

キャリアセンターを拡充する。（産業労働部） 

８．障害者の雇用を促進するため、全ての市町村に障害者就労支援センターを設置できるよう支

援を強める。（産業労働部） 

９．障害者の法定雇用率を早期に達成できるよう計画的な取り組みをおこなう。法定雇用率を達

成できていない教育局について特別の対策を講じる。（産業労働部、教育局） 

10．急増するＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策について（県民生活部） 

①ＤＶ相談に対応するため、県婦人相談センター及び男女共同参画推進センターのいっそうの

充実を図る。 

②市町村における配偶者暴力相談センターの設置を促進する。 

③ＤＶ被害者及びその同伴者を安全に保護するための公的シェルターの整備を図るとともに、

民間シェルターに対する支援を強める。また、加害者更生の取り組みを強化する。 

11．県男女共同参画センターの相談員の常勤化や設備の充実など機能の強化をはかる。（県民生

活部） 

12．県審議会委員等への女性の参画、県職員、教職員、警察職員等の管理職への登用を積極的に

図るとともに、市町村での取り組みを支援する。（総務部、県民生活部、教育局、警察本部） 

 

Ⅴ．中小企業・地場産業の振興で地域経済の活性化を（12 項目） 
 

１．納税者の前年度の売上げが悪化している場合、地方税法第１５条第１項第４号及び第５号を

適用して地方税の徴収を猶予し、事業の再生を支援する。（総務部） 

２．県制度融資並びに中小企業金融について（産業労働部） 

①中小企業金融円滑化法の再延長をはかるとともに、貸付条件変更等の相談や申込に対して利

用者本位の立場できめ細やかに対応するよう金融機関に対する指導・監督を国に求める。 

②日銀のゼロ金利政策に合わせて、制度融資の金利引き下げをおこなう。 

③零細業者が県制度融資を利用するに際しては利子や信用保証料の補てんを行う。 

④部分保証など中小企業信用保証制度の改悪を元に戻すよう国に求める。また、貸し渋りなど

中小企業の資金調達が阻害されることがないよう万全の措置を講ずる。 
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３．中小企業への官公需発注の拡大 

①県発注の公共工事については、下請業者も県内業者の活用を徹底する。また、下請工事代金

が適正に保証されるよう元請業者への指導を徹底する。（県土整備部） 

②県発注公共工事の中小企業への発注率を高めるため、分離・分割発注を進めるとともに、県

の発注標準を遵守する。また、「適正な施工体制確保のための要領等の制定について」（県

土整備部長通知）に基づいて「施工体制台帳」の整備徹底を図るとともに、元請に重層下請

を含め下請金額の報告を明確に義務づけチェック体制を図る。（総務部、県土整備部） 

４．入札制度の改善について 

①予定価格を設定する際は正確な設計・積算に努めるとともに、事前公表はやめる。（総務

部、県土整備部） 

②総合評価型入札については、地元労働者の雇用率や労務費水準などの評価項目を加え、地元

中小業者が優先して仕事を確保できる制度に改善を図る。（県土整備部） 

５．県の委託業務や発注工事で業務委託契約を結ぶ際に、適正な労働条件や賃金が確保されるよ

う県独自の客観的な経費の基準を定め請負業者や下請業者に守らせる「公契約法」の制定を国

に求めるとともに、県でも「公契約条例」の制定について検討する。（総務部、産業労働部、

県土整備部、出納局） 

６．市町村の実施する小規模工事業者登録制度に対し、県として支援する。また、市町村の業者

登録名簿を活用した県有施設の小規模工事発注をさらに推進する。（総務部、教育局、警察本

部） 

７．産業団地等への企業誘致にあたっては、県民の優先雇用と正規雇用創出を働きかけるととも

に雇用実績について検証し、その結果を公表する。（産業労働部、企業局） 

８．産業団地の造成にあたっては農振農用地の開発を極力抑制し、優良農地の保全につとめる。

（都市整備部、企業局） 

９．県内の貸金業者にたいし、威嚇的な取り立てや過剰貸し付けなどをしないよう適正な業務運

営を指導する。また、ヤミ金融業者に対する取締りの徹底、ヤミ金融被害者相談への対応を図

る。（県民生活部、産業労働部、警察本部） 

10．所得税法第５６条を廃止し、事業主、家族従業者の働き分（自家労働）を経費として認める

とともに、事業用資産については、一定期間の事業継承を条件に相続税の減免を認めるよう国

に求める。（産業労働部） 

11．大型店立地規制と商店街の振興対策について 

①大型店や大規模集客施設を広域的に調整できる県独自の条例やガイドラインを制定する。

（産業労働部、都市整備部） 

②大規模集客施設の誘致を中核とした土地区画整理事業については地域商業に及ぼす影響など

を考慮し、見直しを図る。（都市整備部） 

③商店街の活性化をはかるため、「空き店舗」の借り上げや改装費などへの補助を拡充すると

ともに、公営住宅や福祉施設などの公共・公益施設とを組み合わせた商店街づくりを推進す

る。（産業労働部、都市整備部） 

④商店街の活性化をはかるため、地元農産物の直売所の開設や朝市など農商工連携の取り組み
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を支援する。（産業労働部、農林部） 

12．中小企業の消費税の延納措置を認めるとともに、免税点を引き上げるよう国に求める。（産

業労働部） 

 

Ⅵ．農林業の再生で安全で安定した食料の供給を（15 項目） 
 

１．１００万トン水準に見合う備蓄米の買い入れや、ミニマムアクセス米の義務的輸入の中止を

国に求める。（農林部） 

２．日本農業に打撃となるＴＰＰ（環太平洋連携協定）への参加に反対するよう国に求める。

（農林部） 

３．ホールクロップサイレージ（稲発酵飼料）の拡大に努める。（農林部） 

４．中山間地域等直接支払い制度を恒久制度として立法化し、高齢化が進む実態を踏まえて、集

落協定の要件の緩和、対象地域の拡大、協定期間の弾力化、事務手続きの簡素化など制度の改

善を国に求める。（農林部） 

５．有機農業や低農薬など、環境にやさしい農業に取り組む農家やグループを支援し、安全な農

産物の生産を広げる。（農林部） 

６．県産農産物の消費拡大を図るため、学校、病院、福祉施設等の給食や県内食品産業の加工品

等への県産農産物の使用促進や直売所、加工場、体験交流型施設の設置や整備等を支援するな

どの総合的な「地産地消」対策を講じる。（農林部） 

７．増え続ける鳥獣被害を防止するため、鳥獣の生態や繁殖条件の調査を実施するとともに、増

えすぎる鳥獣を適正な密度に減らす地域や市町村の取り組みを支援する。また、国に対し鳥獣

被害対策交付金を大幅に増やし、防護柵・わなの設置、捕獲物の利用など農家や自治体の取り

組みへの支援を強めるよう求める。（農林部、環境部） 

８．県産木材の利用を促進するため、住宅建設における県産木材の利用促進のため県独自の助成

制度を設ける。また、木質バイオマスによる間伐材や木くずの燃料化、バイオマス発電の推進

など山村地域での新たな事業を促進する。（農林部、都市整備部） 

９．荒廃する森林地域の環境とコミュニティの維持を図るため林業予算を大幅に増額し、「緑の

雇用事業」を推進する。（農林部） 

10．都市農業の振興をはかる。 

①生産緑地の指定条件を５００平方メートルから３００平方メートルに緩和し、追加指定を促

進できるよう国に求める。（環境部） 

②農業生産を行っている市街化区域内農地の相続税評価額は時価評価ではなく、農業投資価格

の評価に改めるよう国に求める。（都市整備部、農林部） 

③体験農園を都市農業における大事な施策として位置づけ、農業ボランティア、市民農園、都

市住民による農業生産への参加など、地域の条件にあった農業生産への参加、農家と住民と

の交流が広げられるよう支援を強める。（農林部） 

④農業協同組合が農業生産の技術指導や直売所の設置、生産・出荷の計画的実施など、生産と

流通、加工など地域農業の振興に積極的な役割をはたせるよう支援・協力を強める。（農林
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部） 

11．農業後継者の育成確保のため、後継者に対する無利子・長期の経営資金の提供、就農奨励金

の支給、経営と生産技術の習得機会の提供、青年男女の交流機会の拡大などに県と市町村、農

業協同組合が一体となって取り組む。（農林部） 

12．農業大学校の移転は見直し、現在地での充実につとめる。（農林部） 

13．非農家や他産業からの農業への新規参入者の定着に力をいれ、一定期間の生活支援や資金、

技術、農地の面での総合的な支援を行う。（農林部） 

14．不良な食品や農産物等から「食の安全」を守るため保健所の食品衛生の監視・検査部門を抜

本的に強化する。（保健医療部） 

15．消費者行政推進費や消費生活相談等運営費など消費者保護のための予算を大幅に増額し、相

談員の増員や消費生活支援センターの機能の充実を図るとともに、全ての市町村に消費者セン

ターを設置できるよう未設置市町村への指導・援助を強める。（県民生活部） 

 

Ⅶ．緑と環境を守り、人にやさしい持続可能な社会の実現を（17 項目） 
 

１．産業廃棄物処理の事業者責任を明確にし、不法投棄の防止など産業廃棄物処理対策を強化す

る。県内外を問わず産廃などの不法投棄を行った産廃業者等に対しては許可を取り消すなど厳

罰で臨む。（環境部） 

２．産業廃棄物不法投棄の原状回復をはかるため、廃棄物処理業者に対する強制加入保険制度や

供託金制度の導入を国に働きかける。（環境部） 

３．生ゴミのたい肥化事業を実施している市町村に対する財政支援を図り、一般廃棄物の減量化

を推進する。（環境部） 

４．ゴミの発生を設計・生産段階から削減するために、自治体と住民に負担を押しつける現行の

リサイクルシステムを「拡大生産者責任制度」に立って抜本的に見直すよう国に求める。（環

境部） 

５．不正軽油の生成から大量に発生する硫酸ピッチや、地下水から法定基準値を超えて検出され

るヒ素やセレンなどの有害物質による環境汚染を防止するとともに、事業者への立ち入り検査

を実施し、違反者への厳格な指導と監督をおこなう。また、不法投棄のルートと関与者の解

明、違反者など排出者の責任による撤去を実施させる。（環境部） 

６．自動車排ガス対策の強化について（環境部） 

①大気汚染の原因となる微小粒子状物質ＰＭ２・５の測定体制を強化し、一刻も早く環境基準

を達成できるよう国に対策を求める。 

②次世代自動車など低公害車の普及を図るためにグリーン税制の一層の拡充を国に求める。 

７．二酸化炭素（CO2）削減に取り組む中小企業に対して資金面や技術開発面で支援措置を講ず

るよう国に求める。（環境部） 

８．アスベストによる大気汚染防止対策について（環境部） 

①石綿使用施設の解体、解体作業等の立入調査や石綿濃度調査を徹底し、飛散防止に万全を尽

くす。また、大気中の環境基準を定めるよう国に引き続き求める。 
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②再生砕石へのアスベスト混入問題の実態解明を進めるとともに、解体作業現場や再生砕石工

場への立入調査を強化する。また、住宅等の解体時にアスベスト除去が適正に行われるよう

解体工事について適正な請負価格で契約が行われるよう元請業者を指導する。（環境部） 

９．地球温暖化対策について（環境部） 

①温室効果ガス大口排出事業者に対しては削減計画の提出にとどまらず、県との協定を締結

し、計画の達成を義務づける。 

②自動販売機やコンビニエンスストアの２４時間営業、深夜の過剰なライトアップ、深夜労働

や生産施設の２４時間稼動などに対する指導と規制を強める。 

③風力や小水力、太陽光、バイオマスなど環境に配慮した自然エネルギーを地域に導入し、地

域経済の活性化にも寄与できるよう技術開発や発電事業などに対する支援策の拡充や余剰電

力の固定価格義務買取制度の早期導入を国に求める。 

10．航空機騒音対策について（企画財政部） 

①入間基地周辺住民の騒音被害を低減するため、少なくとも早朝、夜間、日曜日、祝祭日及び

年末年始の飛行を中止するよう国に求める。また、米軍の航空自衛隊入間基地の限定使用に

反対する。 

②住宅防音事業の対象区域については、第一種区域の指定基準の航空機騒音環境基準値である

７０ＷＥＣＰＮＬへ引き下げるよう国に求める。 

11．比企丘陵、狭山丘陵、三富新田、見沼田んぼ、平林寺周辺など都市近郊緑地を開発から守る

とともに、都市部に残されている貴重な山林や屋敷林についても積極的な保全対策を講ずる。

相続税の納税猶予制度の創設など緑地保全にかかる税制上の優遇措置の拡大を国に求める。

（環境部、企画財政部） 

12．狭山丘陵「緑の森博物館事業」の所沢市域分と「生きものふれあいの里」スポットの公有地

化を促進する。（環境部） 

13．川越、所沢、狭山、三芳の３市１町にまたがる通称「くぬぎ山」周辺の自然再生を図るため

自然再生推進法に基づく財政上の措置を国に求める。（環境部） 

14．水質汚濁が著しい河川の総合的な浄化対策を推進する。（県土整備部） 

15．公共下水道の整備を促進するとともに、合流式下水道の改善対策を促進する。（都市整備

部、下水道局） 

16．農業集落排水事業に係る県費補助率と補助対象枠を拡大し、同事業の促進を図る。（農林

部） 

17．家電リサイクル法の対象品目を拡大するとともに、回収からリサイクルに至るまで家電メー

カーが責任を負うよう法改正を求める。また、容器包装リサイクル法についても、飲料等のメ

ーカーにリターナブル容器の使用と空き容器のデポジット制度による回収を義務づけるよう法

改正を国に求める。（環境部） 

 

Ⅷ．不要不急の公共事業を見直し、地域密着型の公共事業の推進を（８項目） 
 

１．八ッ場ダム建設中止と水源対策について（企画財政部） 
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①水道水の需要が減少しつつある現状などを踏まえ、八ツ場ダム（群馬県）建設については事

業を中止する。 

②ダム建設中止後も暫定水利権を継続できるよう国に求める。 

③「公共事業の中止に伴う住民の生活再建・地域振興を促進する法律」（仮称）を制定し、計

画地の地区住民への補償と生活再建、地域振興をはかるための施策の具体化を国に求める。 

２．さいたま新産業拠点（ＳＫＩＰシティ）Ｂ街区の整備については、商工業者や地域住民の意

見・要望を取り入れながら、抜本的に見直す。（産業労働部） 

３．県営住宅について（都市整備部） 

①県営住宅建設５か年計画を策定し、公営住宅への需要の多い県南地域や県西部地域など都市

部での公営住宅の建設や建て替えを重点的に進める。借り上げ方式による公的賃貸住宅の供

給についても積極的に推進する。公営住宅建設用地取得に係る国の補助金を復活するよう国

に求める。 

②現に同居している配偶者や高齢者、障害者等に限定した、入居承継基準を元に戻す。 

③家賃減免については旧基準に戻し、入居者の生活を守る。 

４．都市再生機構の団地建て替えにあたって、高齢者等が住み慣れた場所で安心して暮らせるよ

う借り上げ県営住宅等の併設を図る。（都市整備部） 

５．雇用促進住宅の廃止に反対し、低賃金や不安定雇用などで住居を確保できない人たちの住宅

対策の一環として新たな活用ができるよう引き続き存続を国に働きかける。（産業労働部、都

市整備部） 

６．高齢者世帯の住宅確保を図るため、家賃軽減補助にとどまらず、共用部分、共同施設整備に

係る費用を助成する国の制度を活用して、優良賃貸住宅の整備を大いに促進する。（都市整備

部） 

７．アナログテレビの放送停止によってテレビを視聴できなくなった「テレビ難民」に対する支

援策を講じる。（企画財政部） 

８．県施行事業に要する経費の関係市町村の負担金を廃止する。（県土整備部） 

 

Ⅸ．確かな学力と豊かな人間性を育む教育・文化・スポーツの振興を（30 項

目） 
 

１．義務教育費国庫負担制度の廃止に反対するとともに、国の責任で「３０人学級」に踏み出す

よう国に求める。（教育局） 

２．きめ細やかな学習指導を行えるよう教職員の配置基準を見直す。（教育局） 

３．２００２年度から実施している学級編制の弾力化方針を、学年進行で全ての学年に拡大す

る。（教育局） 

４．賃金や研修、人事などの処遇にリンクする、一般教職員に対する人事評価制度はやめる。教

育活動に対する教職員の自主性や共同性、専門性を尊重した学校づくりを進める。（教育局） 

５．「教育に関する３つの達成目標」については、数値目標を学校に機械的に押し付けることな

く、学校や家庭の自主的な取組を尊重する。（教育局） 
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６．県教育委員会の実施する学力状況調査を中止するとともに、全国いっせい学力テストの中止

を国に求める。（教育局） 

７．県内の公立小・中学校が学校教育の一環として実施している体験学習においては、自衛隊を

対象にしないよう市町村教育委員会に助言する。（教育局） 

８．臨時的任用教職員の処遇改善をはかるとともに、正規採用枠を大幅に拡大して「定数内臨時

的任用教職員」を計画的に解消する。市町村費で採用した学校教職員の勤務条件等について実

態調査を行い、賃金や労働条件の改善について助言・指導する。（教育局） 

９．市町村教育行政に携わる指導主事の人件費に対する県費助成を創設する。（教育局） 

10．教員採用試験について（教育局） 

①教員採用試験に係る選考基準、システム、選考方法を原則としてすべて公開する。 

②教員採用試験の受験者本人に対しては二次試験を含めて全ての試験結果が詳細に分かるよう

公開するとともに、採用試験の答案や採点結果等は少なくとも３年間は保管し、本人の開示

にも応じる。 

③正規採用について年齢制限を撤廃する。 

11．県立高校の統廃合を目的とした「再編整備計画」を中止し、地域に根ざした魅力ある県立高

校づくりを地域や関係市町と一体で推進する。むやみに統廃合はせず、特にこれ以上の夜間定

時制の統廃合はやめる。（教育局） 

12．県立高校授業料の無料化と併せて、団体費や冷房費等の保護者負担の軽減対策を講じる。

（教育局） 

13．高校の無償化に伴い、国際条約に基づき朝鮮学校など外国人学校についても無償化措置を適

用するよう国に求める。（総務部） 

14．騒音や大気汚染、悪臭など環境の劣悪な県立学校については、防音対策や空調設備を整える

など生徒が学習に集中できる環境を早急に整備する。（教育局） 

15．特別支援学校の過密や教室不足を解消するため、引き続き高等部単独校の新設や特別支援学

校の分離新設などをすすめる。特に教室不足が深刻な県南東部については肢体障害と知的障害

の養護学校をそれぞれ増設する。（教育局） 

16．全ての小・中学校に特別支援教室を設置できるよう市町村に対する支援策を講じる。（教育

局） 

17．軽度発達障害児のための通級指導教室を、当面全市町村に複数の教室を設置できるよう早急

に対策を講じる。また、教員配置基準についても適正な基準を定め十分な体制がとれるように

する。（教育局） 

18．ボランティア相談員の県費補助を復活する。さわやか相談員・ボランティア相談員の身分保

障を図る。（教育局） 

19．不登校の児童・生徒のための通級指導教室に対する支援や、不登校者を支援するフリースク

ールなどＮＰＯに対する財政支援を行う。（教育局） 

20．学校における子どもの安全を確保するために、「学校安全条例」（仮称）を定め、不審者対

応を含めた安全対策のための専門職員の配置や施設改善を市町村と一体で取り組む。（教育

局） 
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21．青少年の非行や犯罪を防止し、健全な育成を支援する青少年相談員制度の充実と財政支援を

図る。（県民生活部） 

22．県立高校普通教室へのクーラーの設置を計画的に推進する。また、小・中学校の普通教室へ

のクーラー設置を促進するため支援策を講じる。（教育局） 

23．学校施設や社会教育施設における石綿（アスベスト）の使用実態調査に基づいて石綿の除去

など飛散防止対策の促進を図る。また、これらの対策に必要な財政措置を国に求める。（教育

局） 

24．私立高校運営費補助を大幅に引き上げる。私立学校父母負担軽減事業補助については、県外

高校や特別支援学校に通学する世帯についても県の事業を継続し、県内高校への通学者同様の

補助金を支給する。奨学金返還免除規定を改定し、成績だけでなく失業や病気・障害などにつ

いても免除の対象にする。（総務部、教育局） 

25．私立幼稚園の保護者に対する負担軽減のための補助単価を増額する。（総務部） 

26．生活保護受給世帯の子どもを対象にした学習教室を拡充するとともに、教育支援員の処遇改

善に努める。（福祉部） 

27．県立中央図書館の建設構想を具体化するとともに、図書館の予算を大幅に増額する。（教育

局） 

28．県立博物館施設については、文化遺産の保全・公開・展示にとどまらず、子どもの教育や生

涯学習の拠点施設としての機能を十分果たせるよう、予算の増額や学芸員などのスタッフの充

実に努める。（教育局） 

29．県文化振興基金を充実し、県民の自主的・創造的な文化芸術活動に対する助成を強める。

（県民生活部） 

30．国民体育大会などの大型イベント中心のスポーツ施策ではなく、青年やスポーツ愛好者の自

主的な文化・スポーツ活動を保障する施設の整備や活動に対する公的支援を強める。（県民生

活部・教育局） 

 

Ⅹ．安全で快適なまちづくりを（12 項目） 
 

１．交番の増設をはかるとともに、警察内部の人員配置を見直し、交番に配置する警察官を増員

する。（警察本部） 

２．国道並びに県道の交差点改良（右折レーン等の設置等）を計画的に進める。（県土整備部） 

３．県道の歩道整備、バリアフリー化を促進する。（県土整備部） 

４．一般国道や県道などの老朽化した橋梁の点検・補修を促進する。（県土整備部） 

５．市街地における自転車専用レーンやコミュニティ道路の整備を促進する。（県土整備部） 

６．交通信号機の予算を大幅に増額し、増設と改良を積極的に推進する。お年寄りや障害者が安

心して交差点を渡れるように交差点のスクランブル化など歩車分離式信号機への改良を積極的

に進める。老朽化した信号機や交通標識の総点検を実施し、更新を図る。（警察本部） 

７．鉄道やバスなど公共交通網の整備を積極的に推進するとともに、第三セクターによる鉄道建

設や鉄道事業者の経営に対する財政支援の強化を国に求める。（企画財政部） 
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８．高崎線、埼京線、武蔵野線などＪＲ、私鉄各線の混雑緩和を図るとともに、埼玉高速鉄道

（浦和美園～岩槻）、ＪＲ東北線・高崎線・常磐線（上野～東京）、８号線（豊洲～住吉・押

上～亀有～野田市）、１２号線（大泉学園町→武蔵野線方面）各線の延伸を推進する。（企画

財政部） 

９．ＪＲ、私鉄各線の駅舎・ホームにエレベーターやエスカレーターの設置を促進するととも

に、ＪＲ武蔵野線などのホームに待合室（冷暖房完備）を設置する。鉄道駅の安全確保のため

のホームドア、可動式ホーム柵の普及をはかる。（企画財政部） 

10．埼玉新都市交通（ニューシャトル）について、運賃引き下げ、割引乗車券の拡大、朝夕の通

勤通学時間帯の増便、駅トイレ・エレベーターの設置など利用者の利便向上をはかる。（企画

財政部） 

11．総合治水対策特定河川事業（新河岸川流域、中川・綾瀬川流域）の促進を図る。また、鴻沼

川や芝川などの広域河川の改修を促進する。（県土整備部） 

12．ゲリラ豪雨などから市民生活を守るため、都市部における調節池や下水道（雨水管、ポンプ

場、貯留施設、道路側溝など）の整備促進へ、市町村を総合的に支援する。（県土整備部、都

市整備部） 
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〔地域の個別要求〕 
 

【川越市】 

１．川越駅西口に２０１２年度から建設予定の西部地域振興ふれあい拠点施設については、東京

都墨田区や大田区の例を参考に、地域の産業育成や支援の拠点となるようにする。 

２．現在の地方庁舎の土地は、元々市が県に無償譲渡したものである。地方庁舎の移転（２０１

４年度予定）後は、現庁舎を市のまちづくりに貢献できるような活用を図るため、市を交えて

協議の場を設けること。市民団体「川越駅西口利用を考える会」からは、県地方庁舎跡地につ

いて、狭く使いづらい西口駅ロータリーの民間バス、学校、企業、高速バス、観光バスの拠点

として活用をはかるとの提案がある。産業や観光、教育の拠点である業務核都市に位置づけら

れており、整備への補助をするとともに、余剰分については区画整理や都市計画道路の整備の

代替地として活用できるようにする。 

３．市の資源化センターの溶融スラグは県の指針等を満足する品質であるため、川口市や所沢市

と同様に製造者として許可する。 

４．埼玉県特別支援学校放課後児童対策事業費補助金を、３分の１から２分の１に引き上げる。 

５．中核市という理由で介護保険施設に対する施設補助金が交付されない現状を是正する。 

６．国民健康保険に対する県負担金を拡大する。 

７．交通事故が多発し慢性的な渋滞を引き起こす、県道１５号松江町交差点の改良事業を積極的

に行う。 

８．国道２５４号と市道０００１号線および三田城下橋線の交差点改良を早期実施し、歩道を整

備する。 

９．川越北環状線の整備を促進する。 

10．新河岸側ブロック河川整備計画について、不老川合流点より上流の新河岸側の河川整備を早

期に完成する。 

11．九十川排水機場には二基のポンプが設置されているが、過去の集中豪雨で危険な状態になっ

たため、排水ポンプを増設する。 

12．狭くて危険な、氷川神社から国道２５４号までの幅員整備と、入間大橋交差点等の整備を実

施する。 

13．川越水上公園の遊具を充実する。 

14．川越市が入間川河川敷の池辺公園を整備しているが、管理者である国や県に整備促進のため

の協力を要請する。現場には不法投棄があり容易に整備が進まない。不法投棄の是正、公園整

備に向け補助等を要請する。 

 

【川口市】 

 

１．木曾呂４６８付近の交差点では人と車両との接触事故が多発している。小・中学生の通学路

でもあり、川口市と連携して横断歩道や信号機の設置などの安全対策を講じる。 

２．木曾呂９７８隣接の大久保浄水場管理の木曾呂緑地は、これまで近隣住民・子どもたちの貴
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重な憩いの場所として利用されてきた。現在は立ち入り禁止となっているが、これまでのよう

に住民へ開放する。 

３．竪川の川口蕨陸橋下から猫橋交差点までの区間の水質浄化策を行う。河川の汚れがひどく、

周辺住民は悪臭に悩まされている。 

４．南浦和陸橋の南陸橋通りの川口市側より小谷場信号までの区間では、豪雨でなくとも道路冠

水が多発し、雨水がなかなか排水されない。改善のための対策を求める。 

５．飯塚２丁目及び４丁目の県道川口蕨線環状線通りにおける歩道橋（むつみ橋）の老朽化がひ

どいので、改修改築を図る。 

６．桜３丁目、５丁目（旧鳩ヶ谷市）における長年の水害被害に、川口市を支援して抜本的な解

決を図る。 

 

【秩父市】 

１．大雨で増水するたびに砂利で埋まってしまう、矢畑地内の吉田川の砂防堰堤に設置されてい

る魚道の改良工事（ふちを３０～５０センチメートル程度かさ上げする）を実施する。 

２．県道３７号の皆野町大渕から秩父市下吉田久長の奈良川橋交差点まで拡幅改良する。特に、

対向車とすれ違えない状態の市町境付近から奈良川橋交差点までの区間を早急に対処する。 

３．農作物の獣害に対する抜本的な対策を実施する。 

４．田村地内の残土堆積場などを現地調査し、業者を指導する。 

５．県立皆野高校のグラウンドを芝生化する。 

６．秩父市吉田と小鹿野町を結ぶ一本杉峠道路の開削工事への補助を実施する。 

 

【本庄市】 

１．本庄エコステーションから県に許可申請中の、本庄市児玉町太駄地区への産廃処理施設は絶

対に許可しない。 

 

【上尾市】 

１．第二産業道路の延伸にあたっては、住民の要望にこたえながら進める。 

２．上尾環状線と第二産業道路の交差点に右折信号を設置する。 

３．原市地内の「武蔵野グランドホテル」脇の交差点に信号機を設置する。 

４．小泉地内の都市計画道路の交差点に信号機を設置する。 

５．旧中山道と上尾環状線（「ニッサン通り」）との交差部分の道路冠水を解消する。 

６．芝川の水害対策については、さいたま市地内の改修を進め、流量制限をする。 

７．原市沼調整池の整備計画からハス池の部分をはずす。 

 

【草加市】 

１．県立草加高校定時制をなくさない。 

２．松原団地の建て替えにあわせて、県営住宅の借り上げ・建設をする。 

３．県道浦和草加線の幸橋から東武鉄道高架（浦寺橋）までの川沿いを車いすでも散策できるよ
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うに、伝右川沿いの遊歩道を着実に整備する。 

４．安行街道（県道吉場安行東京線）、特に東京に隣接する部分に歩道を設置する。暗い歩道に

は照明を設置する。 

５．県道川口草加線の河内堀の整備を早く行う。 

６．草加市内の辰井川、毛長川を浚渫する。 

７．国道４号の西町交差点から草加南高校入口交差点までの区間に、横断歩道と信号機を設置す

る。 

８．元新田西公民館前の信号機を、手押し式から定周期式信号に変える。 

９．県道金明鳩ヶ谷線と国道４号との交差点に右折帯を早期に設置する。 

10．県道川口草加線と国道４号との交差点の右折隊を早期に設置する。 

11．県道川口草加線と県道吉場安行東京線との交差点の拡張を早期に実施する。 

12．産業道路沿いの、外環道から流山線までの歩道のバリアフリー整備を早期に行う。 

 

【越谷市】 

１．市役所前通りと県道足立越谷線との交差点を改善し、歩道橋を撤去する。 

２．県道柿木線を拡幅し、歩車道の分離をはかる。 

３．ＪＲ越谷レイクタウン駅前に交番を設置する。 

４．信号機を増設する。 

①ＪＲ武蔵野線沿い、光陽中学校東側の丁字路交差点。 

②桜井南小学校北東側の丁字路交差点（下間久里２８０付近）。 

③東武せんげん台駅前通りと県道足立越谷線との交差点。 

 

【蕨市】 

１．緑川の拡幅整備を進め、定期的に清掃する。 

２．交番の体制を充実する。市民公園に交番を設置する。 

３．蕨市内に特別支援学級を増設する。 

４．長期欠席の障害児に対し、訪問教師を配置して在宅授業を実施する。 

５．夜間中学を県内に設置する。 

６．定時制高校の拡充を行う。 

７．国民健康保険の広域化には反対する。 

８．介護保険事業者への指導・監督を強化する。 

９．無料低額宿泊所について、入所者の人権を守るため実態把握と入居環境の改善を行う。入所

ガイドラインを改善する。 

10．自治体病院に補助金を出す。医師の確保に努力する。 

11．信号機設置予算を増額し、市が要望している箇所に信号機を設置する。危険な通学路への設

置を急ぐ（錦町６丁目の都市計画道路錦町富士見線と蕨中央通り線の交差点など）。 

12．ＪＲ駅のエレベーター・エスカレーターの維持費への補助を行う。 

13．防犯対策事業を継続できるように、緊急雇用創出事業に代わる補助を実施する。 
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【戸田市】 

１．水害対策 

①笹目川、菖蒲川に隣接した周辺地域の雨水を直接排水できるよう、現状に見合った排水流域

の見直しを行う。 

②オリンピック道路とあすなろ通りの交差点の排水を改善する。 

２．無料低額宿泊所の劣悪な環境を改善できる明確な設置基準を設け、改善指導を強化する。 

３．戸田市にある荒川水循環センターの敷地内に仮置きしてある放射性物質を含む汚泥の焼却灰

については、国と東電の責任において早急に処分場を設置し搬送するよう、関係機関に強く働

きかける。 

 

【入間市】 

１．茶業研究所に、茶や食品の放射能検査機を設置する。 

２．計画停電時でも消灯しないよう、信号機自家発電設備を整備する。 

３．医療・福祉施設に自家発電設備を設置する。 

 

【志木市】 

１．急ぐ必要のない国道２５４号バイパス建設工事を凍結し、その分の予算を東北地方の復興に

回す。 

２．県道側溝にたまった放射性物質の除染を行う。 

３．新河岸川と柳瀬川の放射能濃度を定期的に検査する。 

４．信号機を設置する。 

①上宗岡１丁目１７番、県道ふじみ野朝霞線と袋橋通りとの交差点。 

②本町６丁目２１番１１号の交差点 

 

【新座市】 

１．子ども医療費の窓口払い撤廃を県として進める。東京都内の医療機関でも適用できるよう、

東京の医師会と合意できるよう手配する。 

２．県道和光新座線と主要地方道埼玉東村山線との交差点の改良工事（右折帯の設置など）を早

急に実施する。 

 

【久喜市】 

１．南栗橋地域の液状化について 

①知事みずから現地を視察し、被害の実態を直接把握する。 

②久喜市の意向も確認したうえで、被害者救済のための支援を実施する。 

③宅地内の下水管の修復については、液状化による被害だと認定された場合には公費で修復を

進める。 

④修復までの転居を余儀なくされている世帯の家賃については、全額補助する。 
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⑤液状化現象についてのハザードマップを作成するとともに、事業者への液状化対策の義務化

を明確にする。液状化防止対策の技術研究を早急に進め、事業者を指導する。 

２．計測を希望する市民に貸し出せるよう、放射線測定機器を各自治体に１０台程度設置する。 

３．県道の水害対策や信号機の設置、ガードレールの設置など安全対策を進める。 

４．国からの緊急の交付金・補助金について、いち早く各自治体にきめ細かく周知し、活用を徹

底する。 

５．飼い犬を放して遊ばせることのできるドッグランを設置する（例・権現堂公園の一角） 

 

【八潮市】 

１．学校給食の食材の安全確保へ、県学校給食会や各市町村での放射能検査など、責任をもって

対処する。 

２．無料低額宿泊所に対する指導・管理を強化する。設置の許可にあたっては、近隣住民の生活

環境への配慮を重視する。 

３．警察署を増設し、現在ある派出所の体制を強化する。 

４．小中学校耐震補強・大規模改修事業などに対する、県ふるさと創造貸付金の特定支援事業を

継続する。 

５．「水と緑の田園都市・水辺再生事業補助金」を継続する。 

 

【三郷市】 

１．県営みさと公園の放射線量を測定し、除染する。 

２．放射線量の高い地域については、県が除染する。 

３．内部被ばくの防止策を検討し、子どもへの影響を最小限にとどめる施策への支援を実施す

る。 

４．中川水処理センターの汚泥の処分場を確保する。 

５．新みさと浄水場との関係で、江戸川の雑草地の放射線量検査と除染を実施する。 

 

以上 


